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はじめに 
働き方の多様化とコミュニケーションツールの進化に

伴い、社内のコミュニケーションも日々変化しています。

一昔前は考えられなかったLINEなど新しいデジタルツ

ールでの情報交換も、今やそれほど珍しくはありません。 

 

タイトルにある「LINEでの退職連絡の是非」を題材に、

新しいコミュニケーションツールの注意点について解

説します。 

 

LINEでの退職連絡は「あり」 
法律上は以下の民法に規定されているように、退職連絡

の「時期」については規定されていますが、「方法」に

ついては特段の制限がありません。 

 

民法第 627 条 当事者が雇用の期間を定めなかったと

きは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることが

できる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日

から二週間を経過することによって終了する。（期間の

定めのない雇用の解約の申入れ） 

 

つまり法律上は、退職連絡の方法は LINEであっても構

わないとなります。 

 

就業規則に規定した場合 
過去の判例では、就業規則に「退職連絡は書面による提

出に限る」と規定していることをもって、書面以外の方

法での退職の意思表示を否定したものがあります。この

意味で「会社はルール上書面でしか受け付けない」と

LINE での連絡を拒否し、書面で出し直しをさせること

も不可能ではありません。 

 

しかし、世の中の流れを考えると、退職の意思表示の方

法は書面に限らず多様性が認められる方向に向かうの

ではないかと予想できます。 

LINEでの退職連絡を受ける時の注意点 
LINE での退職連絡を受け入れる場合、以下の点につい

て注意する必要があるでしょう。 

 

【1. 判断できる担当上司に取り次ぐ】 

LINE での退職連絡を受けたのが決定権のない先輩社員

などだった場合、判断のできる担当上司に適切に取り次

ぐことが必要でしょう。「退職連絡に対して自分だけで

は判断ができないので、●●部長とやりとりして下さ

い。」などと伝え、ふさわしい当事者間でやり取りがで

きる状態を作りましょう。 

 

【2. 退職相談と退職の意思伝達の切り分け】 

連絡が、単なる相談なのか、辞める意思が固いのかを判

断する必要があります。メッセージの往復または面談に

より慰留すべきか退職を受理するかを判断しましょう。 

 

【3. 退職理由、退職日、受理の明記】 

退職を受け入れる場合、「退職理由」「退職年月日」およ

び「退職の届を会社が正式に受理した旨」をメッセージ

に明記しておきましょう。あとから退職の撤回をされた

り、退職理由や退職日で争ったりすることを防ぐためで

す。 

 

LINEであれば既読機能がついているので、「● 

年●月●日付、自己都合退職として会社は正式に受理を

しました」などと送信し、既読になった状態を作ってお

くと良いでしょう。 

 

【4. 画面やテキストデータの保存】 

退職年月日や退職理由について双方が合意したメッセ

ージはなんらかの方法で記録し、書面での退職届に代わ

る証拠として保存しましょう。LINE のトーク画面をス

クリーンショットで保存しても良いし、トーク履歴をテ

キストでダウンロードしておく方法も有効です。 

LINE での退職連絡を 

「非常識」とみなすか 

LINE やメールなどで退職の連絡をすること

は一昔前ならば「非常識」とみなされていま

した。世の中の常識が変わる中、このような

ギャップにどう対応すれば良いでしょうか。 


